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【手続補正書】
【提出日】平成25年6月12日(2013.6.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　上述したように、Ｎｉ原子およびＳｉ原子を有する電極（電極層）の形成に際して、電
極層の電気伝導度を高くするためには、Ｎｉの割合を高める必要がある。しかしＮｉの割
合が高められると、電極層形成のためのアニールの際に、炭化珪素基板から電極層の表面
へと多くのＣ原子が析出してしまう。このため、電極層の電気伝導度を高くすることと、
電極層の表面へのＣ原子の析出の抑制とを両立させることが困難であった。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上述したように本発明によれば、電極層の電気伝導度を高めることと、電極層の表面へ
のＣ原子の析出の抑制とを両立させることができる。
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